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は
じ
め
に　

室
町
幕
府
の
守
護
研
究
に
つ
い
て
は
、
守
護
領
国
制
論
的
な
見
方
が
長
く
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
き
た
が

（
１
）

、
川
岡
勉
氏
に
よ
り
、
守
護
が

幕
府
権
力
の
構
成
要
素
と
し
て
、
在
京
し
幕
政
に
参
与
す
る
面
に
対
し
て
も
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
２
）

。
さ
ら
に
吉
田
賢
司
氏

が
川
岡
氏
の
立
論
を
受
け
、
在
京
し
幕
政
に
参
与
す
る
守
護
を
、
そ
の
他
の
在
国
守
護
と
あ
わ
せ
て
一
律
に
守
護
と
し
て
と
ら
え
る
の
で

は
な
く
、「
在
京
大
名
」
と
し
て
区
別
し
て
と
ら
え
る
べ
き
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る

（
３
）

。　

南
北
朝
期
に
お
け
る
大
名
の
在
京
と
い
う
点
に
着
目
し
た
の
が
山
田
徹
氏
の
研
究
で
あ
る
。
南
北
朝
期
の
守
護
家
の
重
要
人
物
の
在
京

徴
証
を
整
理
し
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
観
応
の
擾
乱
に
と
も
な
う
軍
事
的
要
因
か
ら
守
護
が
在
国
す
る
事
例
は
増
加

す
る
が
、
戦
乱
が
終
息
す
る
と
室
町
期
に
見
ら
れ
る
在
京
守
護
家
の
人
物
が
恒
常
的
に
在
京
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
南
北
朝
期
の
段

階
で
は
、
在
京
守
護
家
が
常
に
在
京
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
本
格
的
に
固
定
化
す
る
の
は
、
応
永
年
間
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
っ
た
。
ま
た
守
護
家
中
の
役
割
分
担
と
し
て
は
、
基
本
的
に
当
主
が
在
京
し
、
子
弟
は
在
国
す
る
形
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
軍
事
的

要
因
に
よ
り
地
方
へ
発
向
す
る
必
要
が
生
じ
た
り
、
幕
府
中
央
の
政
変
な
ど
に
よ
り
没
落
し
た
り
す
る
と
、
当
主
が
在
国
し
て
子
弟
が
在

一

南
北
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京
す
る
場
合
も
生
じ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
守
護
家
の
在
京
に
つ
い
て
、「
家
を
代
表
し
て
武
家
社
会
に
参
加
す
る
性
格
を
持
つ
」
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
当
該
期
主
流
で
あ
っ
た
当
主
が
在
京
し
子
弟
が
在
国
す
る
と
い
う
一
族
配
置
は
、
守
護
家
が
京
都
在
住
と

政
権
参
加
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
に
彼
ら
の
守
護
職
や
所
領
を
め
ぐ
る
争
い
は
京
都
で
行
わ
れ
て
お
り
、

京
都
で
の
政
権
参
加
を
基
盤
と
し
た
権
力
形
成
を
志
向
し
た
と
論
じ
て
い
る

（
４
）

。　
　

こ
の
よ
う
に
、
大
名
に
と
っ
て
在
京
と
い
う
行
為
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
、
ま
た
在
京
を
重
視
し
た
理
由
は
、
幕
政
へ

の
参
与
を
基
盤
と
し
た
自
己
の
権
力
編
成
で
あ
っ
た
と
い
う
点
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
南
北
朝
期
は
、
室
町
期
に
か
け

て
守
護
の
在
京
が
定
着
し
て
い
く
過
渡
期
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
大
名
の
在
京
に
つ
い
て
の
全
体
像
は
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
各
大
名
の
在
京
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
な
点
も
多
く
、
個
別
事
例
に
則
し

た
検
討
を
さ
ら
に
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。　

そ
こ
で
本
稿
で
検
討
対
象
と
し
た
い
の
は
土
岐
氏
で
あ
る
。
同
氏
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
南
北
朝
期
の
室
町
幕
府
政
治
史
に
お
い
て
重

要
視
さ
れ
て
き
た
が

（
５
）

、
三
管
領
家
の
研
究

（
６
）

に
比
べ
る
と
研
究
蓄
積
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
だ
が
、
谷
口
研
語
氏
の
総
体
的
な
研
究
を

は
じ
め
と
し
て
そ
の
後
も
着
実
に
重
ね
ら
れ
て
い
る

（
７
）

。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
土
岐
頼
康
を
中
心
に
、
南
北
朝
期
の
幕
府
内
に
お
け
る
土
岐

氏
の
重
要
性
、
強
固
な
権
力
基
盤
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（
８
）

。
と
こ
ろ
が
、
土
岐
頼
康
に
限
ら
な
い
、
他
の
一
族
や
関
係
者
を
含
め
た
土

岐
氏
の
在
京
活
動
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
土
岐
頼
康
の
弟
で
あ
り
、
侍
所
頭
人
を
務

め
た
土
岐
直
氏
に
関
し
て
は
、
侍
所
頭
人
と
し
て
の
活
動
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
あ
る
が

（
９
）

、
史
料
的
制
約
か
ら
か
そ
の
他
の
こ
と
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
深
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い）

10
（

。　

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
土
岐
頼
康
期
に
お
け
る
土
岐
氏
の
在
京
活
動
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
土
岐
氏
は
軍
事
的
・
政
治
的
要
因

か
ら
当
主
の
頼
康
の
在
京
・
在
国
が
入
れ
替
わ
る
頻
度
が
多
く）

11
（

、
か
つ
在
国
の
期
間
も
長
期
間
に
わ
た
る
。
そ
の
た
め
、
頼
康
の
恒
常
的

な
在
京
が
始
ま
っ
た
貞
治
年
間
か
ら
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
の
土
岐
頼
康
下
国
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
し）

12
（

、
当
主
の
土
岐
頼
康
の
み
な

ら
ず
、
舎
弟
や
被
官
に
つ
い
て
も
着
目
す
る
。
具
体
的
に
は
、
将
軍
へ
の
奉
仕
及
び
京
都
代
官
と
い
う
役
職
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
。

二
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史
料
的
制
約
は
大
き
い
が
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
土
岐
氏
の
在
京
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
究
明
し
、
土
岐
氏
の
在
京
活
動
の
特
徴
を
明
ら

か
に
し
た
い
。　

第
一
章　

当
主
土
岐
頼
康
の
在
京
活
動　

本
章
で
は
、
ま
ず
当
主
で
あ
る
土
岐
頼
康
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
観
応
の
擾
乱
以
前
の
頼
康
の
在
京
に
つ
い
て
は
、
康
永
元
年

（
一
三
四
二
）
の
美
濃
国
守
護
補
任
以
降
い
く
つ
か
の
徴
証
が
確
認
さ
れ
る）

13
（

。
観
応
の
擾
乱
勃
発
後
は
、
主
に
東
海
地
方
に
お
け
る
尊
氏
・

義
詮
方
の
主
力
と
し
て
在
京
と
在
国
を
繰
り
返
し
て
お
り）

14
（

、
各
地
を
転
戦
し
て
尊
氏
・
義
詮
へ
の
忠
節
を
尽
く
し
た
。
こ
の
点
か
ら
、
頼

康
は
将
軍
か
ら
厚
い
信
頼
を
得
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
、
頼
康
の
在
京
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。　

恒
常
的
な
在
京
は
、
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
五
月
二
十
四
日
、
足
利
基
氏
の
弔
い
の
た
め
上
洛
し
た
こ
と
よ
り
始
ま
る）

11
（

。
こ
の
後
、

将
軍
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
し
て
足
利
義
詮
の
御
成
が
あ
る
。
将
軍
の
御
成
に
関
し
て
は
先
行
研
究
で
い
く
つ
か
の
指
摘
が
見
ら

れ
る
。
ま
ず
室
町
期
に
つ
い
て
、
二
木
謙
一
氏
は
、
将
軍
に
よ
る
歳
首
の
大
名
邸
御
成
は
、
将
軍
と
大
名
と
の
主
従
関
係
を
密
に
す
る
効

果
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
次
に
戦
国
期
に
お
い
て
は
、
浜
口
誠
至
氏
が
、
将
軍
の
大
名
邸
御
成
は
亭
主
側
と
将
軍
と
の
親
睦
の
深
化

や
地
位
の
喧
伝
に
効
果
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

17
（

。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
御
成
を
す
る
将
軍
側
に
も
、
御
成

の
対
象
と
な
る
側
に
も
様
々
な
利
点
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
南
北
朝
期
に
お
け
る
将
軍
の
御
成
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。　

さ
て
頼
康
の
場
合
で
あ
る
が
、
上
洛
か
ら
二
か
月
た
た
な
い
間
に
、
次
の
よ
う
な
活
動
が
見
ら
れ
る
。『
師
守
記
』
貞
治
六
年
七
月
三

日
条
に
は
、

三
日
、（
中
略
）
今（

頭
書
）日

鎌（

足

利

義

詮

）

倉
前
大
納
言
被
レ
渡
二
土
岐
大（

頼
康
）膳

□
〔
大
〕

夫
入
道
光
堂
宿
一
云
々
、
有
二
種
々
儲
一
云
々
、

三
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と
あ
る
。
こ
の
日
、
義
詮
が
頼
康
の
宿
所
光
堂
へ
御
成
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
頼
康
に
よ
る
様
々
な
饗
応
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

在
国
中
で
あ
っ
た
大
名
が
上
洛
し
た
直
後
に
、
将
軍
の
御
成
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
足
利
直
冬
を
擁
し

て
南
朝
方
に
属
し
て
い
た
山
名
氏
の
場
合
は
、
幕
府
方
へ
帰
順
し
た
後
、
当
主
の
山
名
時
氏
に
先
ん
じ
て
子
息
の
氏
冬
が
上
洛
し
た
が
、

そ
の
氏
冬
の
邸
宅
へ
義
詮
が
御
成
し
て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に
『
太
平
記
』
で
は
、
同
じ
く
直
冬
を
擁
し
て
い
た
大
内
弘
世
が
、
幕
府
へ
の
帰
順

後
に
銭
貨
や
唐
物
を
ふ
る
ま
っ
た
と
描
か
れ
て
い
る）

19
（

。
こ
れ
ら
の
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
上
洛
後
に
将
軍
に
対
し
て
何
ら
か
の
饗
応
を
働
き

か
け
る
こ
と
自
体
は
珍
し
く
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。　

こ
の
約
二
か
月
後
、『
師
守
記
』
同
年
九
月
十
一
日
条
に
は
、

十
一
日
、（
中
略
）
今
日
大（

義
詮
）樹

被
レ
渡
二
賀
茂
一
、
子
息
幷
室
家
同
被
レ
渡
レ
之
云
々
、
大
樹
騎
馬
云
々
、
是
土
岐
大（

頼

康

）

膳
大
夫
入
道
招
―二
引

之
一
云
々
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
足
利
義
詮
が
賀
茂
へ
御
成
し
、
妻
子
も
同
行
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
大
名
邸
へ
の
御
成
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

が
、
や
は
り
頼
康
が
義
詮
を
招
待
し
て
い
る
。
先
の
七
月
の
御
成
は
、
上
洛
直
後
に
行
わ
れ
た
御
成
で
あ
り
、
他
に
も
類
似
の
例
が
見
ら

れ
た
。
し
か
し
そ
の
御
成
を
終
え
た
後
も
、
頼
康
は
こ
の
よ
う
に
将
軍
を
賀
茂
へ
招
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。　

こ
う
し
た
御
成
に
つ
い
て
、
頼
康
側
の
意
図
と
し
て
は
、
ま
ず
将
軍
と
の
親
睦
の
深
化
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
自
ら
の
地
位
の
喧

伝
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
南
北
朝
期
、
幕
府
内
に
お
け
る
諸
大
名
の
勢
力
争
い
が
頻
発
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
大

名
間
の
力
関
係
を
意
識
し
、
諸
大
名
へ
自
ら
の
権
勢
を
誇
示
し
幕
府
内
で
の
立
場
を
少
し
で
も
有
利
に
持
っ
て
い
こ
う
と
い
う
意
図
が
働

い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
将
軍
義
詮
側
か
ら
し
て
も
、
大
名
邸
へ
御
成
す
る
こ
と
は
主
従
関
係
の
確
認
、
そ
し
て
接
待
を
受

け
る
こ
と
で
将
軍
と
し
て
の
権
威
を
誇
示
す
る
な
ど
、
や
は
り
利
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。　

さ
ら
に
こ
の
九
月
の
頼
康
の
動
き
に
関
連
し
て
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。『
後
愚
昧
記
』
貞
治
六
年
九
月
九
日
条
に
は
、

九
日
、（
中
略
）
伝
聞
、
此
両
三
日
細
川
右（

頼

之

）

馬
頭
京
著
云
々
、
如
二
世
間
謳
歌
一
者
、
此
男
可
レ
為
二
武
家
執
事
一
之
間
、
上
洛
云
々
、

就
レ
之
山（

時
氏
）名

又
鬱
憤
、
天
下
之
乱
可
二
出
来
一
之
由
、
有
二
巷
説
等
一
、

四
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五

と
あ
る
。
頼
康
が
義
詮
を
賀
茂
に
招
待
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
細
川
頼
之
が
上
洛
し
て
い
る
の
で
あ
る）

20
（

。
こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
頼

之
の
上
洛
は
前
年
の
斯
波
氏
失
脚
以
来
空
席
と
な
っ
て
い
た
執
事
へ
就
任
す
る
た
め
の
も
の
と
見
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
山
名
時
氏

の
「
鬱
憤
」
が
う
わ
さ
に
な
る
ほ
ど
の
政
治
的
意
味
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
一
大
事
と
同
時
期
に
義
詮
を
招
い
て
接
待
す
る
と
い
う
頼
康

の
行
為
も
、
や
は
り
政
治
的
な
意
図
が
少
な
か
ら
ず
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。　

な
お
、
先
に
上
洛
直
後
の
御
成
の
事
例
と
し
て
挙
げ
た
大
内
氏
や
山
名
氏
に
つ
い
て
は
、
幕
府
（
尊
氏
・
義
詮
）
方
に
と
っ
て
長
く
敵

方
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
頼
康
の
場
合
は
、
同
じ
く
在
国
し
て
い
た
も
の
の
、
一
貫
し
て
尊

氏
・
義
詮
方
に
属
し
て
き
た
。
将
軍
と
の
親
睦
を
深
め
る
と
い
う
目
的
は
同
様
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
敵
方
で
あ
っ
た
人
物
に
よ
る
行

為
と
、
味
方
で
あ
っ
た
人
物
に
よ
る
行
為
と
を
同
一
視
は
で
き
な
い
。
こ
の
頼
康
の
招
待
に
よ
る
御
成
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
に
よ
り
行

わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。　

こ
の
年
義
詮
は
三
十
七
歳
で
死
去
し
、
義
満
が
三
代
将
軍
と
な
り
、
細
川
頼
之
が
管
領
と
し
て
幕
政
を
主
導
す
る
体
制
が
始
ま
る
。
こ

の
時
期
の
頼
康
の
動
向
、
細
川
頼
之
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
す
で
に
山
田
徹
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
す
な
わ
ち
、
頼
康

は
評
定
衆
に
名
を
連
ね
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
の
延
暦
寺
強
訴
の
際
は
諸
大
名
と
対
応
を
協
議
し
、
ま
た
内
裏
の
警
護
に
出
動
す
る

な
ど
、
当
初
は
幕
府
内
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
北
朝
の
皇
位
継
承
問
題
に
よ
り
細
川
頼
之
と
対
立
を
深
め
た
結
果
、

応
安
三
年
十
二
月
に
頼
康
は
尾
張
国
へ
下
向
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
人
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
試
み
た
い
。『
後
愚
昧
記
』
応
安
元
年
八
月
二
十
八
日
条
に
は
、

廿
八
日
、（
中
略
）
神
輿
可
レ
有
二
入
洛
一
之
由
、
自
二
昨
日
一
風
聞
、
訴
訟
事
、
於
二　

公
家
一
者
、
可
レ
有
二
裁
許
一
之　

叡
慮
也
、
仍
連
々

以
二　

勅
使
一
雖
レ
被
レ
仰
、
武
家
執
事
武
蔵
守
頼（

細
川
）之

・
土
岐
大（

頼

康

）

膳
大
夫
入
道
善
忠
等
不
レ
可
レ
有
二
裁
許
一
之
由
、
固
以
執
レ
之
、
山於
二

山（
時
氏
）名

・
赤（

則
祐
）松

・
佐（

氏

頼

）

々
木
等
一
者
、
可
レ
有
二
裁
断
一
歟
之
旨
、
雖
レ
出
二
意
見
一
、
執
事
違
二
所
存
一
之
間
、
不
レ
及
レ
遵
―二
行
之
一
、
仍
満
山

含
二
欝
憤
一
、
及
二
神
輿
入
洛
之
儀
一
云
々
、



大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集

　
第
四
十
六
号

26

と
あ
る
。
延
暦
寺
の
強
訴
へ
の
対
応
に
つ
い
て
諸
大
名
が
協
議
し
て
い
る
が
、
頼
之
と
頼
康
の
み
が
、
他
の
大
名
ら
と
異
な
る
意
見
を
主

張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
頼
康
と
春
屋
妙
葩
と
の
親
交
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
が）

22
（

、
さ
ら
に
頼
康
・
頼
之
対
そ
の
他
多
数
と
な
っ

た
構
図
か
ら
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
頼
康
と
頼
之
と
の
間
に
明
確
な
協
力
関
係
が
築
か
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
か）

23
（

。

こ
の
両
者
の
共
通
点
と
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
山
田
氏
が
指
摘
す
る
「
観
応
擾
乱
期
に
在
国
し
て
複
数
に
わ
た
る
分
国
を
有
し
、
勢

力
を
扶
植
し
」
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る）

24
（

。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
頼
康
と
頼
之
は
い
ず
れ
も
恒
常
的
に
在
京
を
開
始
す
る
の
は

貞
治
年
間
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
他
の
守
護
に
比
べ
て
長
く
在
国
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
間
、
分
国
に
お
い
て
勢
力
を
扶

植
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
在
京
活
動
の
経
験
が
不
足
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
で
は

な
い
か
。
長
期
間
在
国
し
強
固
な
勢
力
圏
を
築
く
こ
と
は
在
京
活
動
で
も
プ
ラ
ス
に
働
く
面
が
多
分
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一

方
で
、
在
京
活
動
の
経
験
の
不
足
は
、
将
軍
や
他
の
大
名
な
ど
と
直
接
顔
を
合
わ
す
機
会
が
乏
し
く
、
関
係
者
と
の
人
脈
を
十
分
に
構
築

で
き
な
い
、
ひ
い
て
は
幕
府
内
に
お
け
る
発
言
力
の
低
下
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
面
も
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
土
岐
氏
は
当
主
の
在
京

活
動
の
不
足
と
い
う
弱
点
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
克
服
の
た
め
頼
康
は
上
洛
後
、
御
成
の
招
待
を
積
極
的
に
行
い
、
ま
た
同
様
の
境
遇
に

あ
る
細
川
頼
之
と
も
協
力
関
係
を
築
く
な
ど
し
て
、
幕
府
内
で
の
地
位
の
向
上
を
企
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
応
安
初
期
に
頼
康
が
幕
府
の

重
鎮
と
な
り
え
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
活
動
が
非
常
に
効
果
的
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
る
。　

第
二
章　

土
岐
直
氏
の
在
京
活
動　

前
章
で
は
、
当
主
頼
康
の
在
京
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
頼
康
以
外
の
土
岐
氏
の
関
係
者
と
し
て
、
頼
康
の
弟
に
当

た
る
土
岐
直
氏
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

直
氏
は
、
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
か
ら
同
四
年
に
か
け
て
侍
所
頭
人
兼
山
城
国
守
護
に
在
職
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
幕
府
内
に
お
け

六
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る
立
場
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
こ
の
直
氏
の
在
京
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
す
る
。『
師
守
記
』
貞
治
三
年
四
月
二
十
九
日
条

に
は
、廿

九
日
、（
中
略
）
今
朝
鎌
倉
大
納
言

義
詮
卿

　
　
　

被
レ
渡
二
仁
和
寺
等
持
院
一
、贈

左
府

墓
所
、

陞
座

東
陵
和
尚

　
　
　
　

・
拈
香

放
牛

和
尚

等
有
レ
之
云
々
、大
樹
乗
レ
車
、

懸
二

下
簾
一

　
　
　
　
　

、

近
習
輩
卅
騎
許
、
侍
所
土
岐
宮（

直

氏

）

内
少
輔
扈
従
云
々
、

義
詮
が
尊
氏
の
七
周
忌
法
会
の
た
め
等
持
院
へ
御
成
し
て
お
り
直
氏
も
そ
れ
に
供
奉
し
て
い
る
。
ま
た
同
記
の
同
年
六
月
七
日
条
に
は
、

七
日
、（
中
略
）、
今
日
祇
園
御
輿
迎
如
レ
例
、（
中
略
）「（

頭
書
）

今
日
大

（
足
利
義
詮
）

樹
被
二
見
物
一
云
々
、
土
岐
宮（

直

氏

）

内
少
輔

侍
所

　
　

構
二

浅
（
マ
ヽ
）

敷
一
云
々
、

と
あ
り
、
義
詮
が
祇
園
会
へ
御
成
し
た
際
に
、
見
物
の
た
め
の
桟
敷
を
直
氏
が
設
営
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
七
月
十
日
条
に
は
、

十
日
、（
中
略
）
今
夜
子
剋
鎌
倉
大
納
言

義
詮
卿
、

従
二
位
　

征
夷
大
将
軍

　
　
　
　
　

、
参
内
、（
中
略
）
次
執
事
治
部
大
輔
義（

斯
波
）将

、
次
侍
所
土
岐
宮（

直

氏

）

内
少
輔
等
、
執

事
若
党
廿
騎
許
、
侍
所
若
党
十
六
・
七
騎
有
レ
之
、

義
詮
の
参
内
に
際
し
、
執
事
の
斯
波
義
将
と
と
も
に
、
直
氏
も
若
党
十
六
・
七
騎
を
率
い
て
供
奉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
直
氏
に
関
し
て
三
つ
の
徴
証
を
確
認
し
た
。
そ
の
う
ち
二
つ
に
見
ら
れ
た
、
義
詮
の
出
向
に
際
す
る
直
氏
の
供
奉
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
侍
所
頭
人
と
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

21
（

。
侍
所
頭
人
に
つ
い
て
は
、
延
文
二
年
（
一
三
五
七
）
か
ら
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）

に
か
け
て
、
足
利
一
門
・
外
様
問
わ
ず
有
力
大
名
家
の
当
主
以
外
の
人
物
が
頭
人
を
務
め
た
こ
と
が
、
羽
下
徳
彦
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る）

27
（

。
本
稿
で
対
象
と
し
た
貞
治
年
間
か
ら
応
安
三
年
に
か
け
て
は
、
管
領
の
斯
波
氏
で
は
義
種
が
、
同
じ
く
一
門
の
今
川
氏
で
は
了

俊
・
仲
秋
兄
弟
が
就
任
し
て
い
る
。
一
方
、
非
足
利
一
門
と
し
て
土
岐
氏
と
ほ
ぼ
同
格
で
あ
っ
た
佐
々
木
京
極
氏
で
は
、
佐
々
木
導
誉
の

嫡
子
で
あ
っ
た
高
秀
が
務
め
て
い
る
。
斯
波
氏
や
今
川
氏
な
ど
の
足
利
一
門
は
別
に
し
て
も
、
土
岐
氏
と
ほ
ぼ
同
格
で
あ
る
佐
々
木
京
極

氏
は
嫡
子
が
頭
人
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
土
岐
氏
で
は
舎
弟
で
あ
る
直
氏
が
務
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。　

ま
た
、
南
北
朝
期
に
お
け
る
将
軍
の
祇
園
会
御
成
の
際
の
桟
敷
設
営
に
つ
い
て
は
、
担
当
者
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
す
で

に
二
木
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
よ
り
詳
細
に
見
て
み
る
と
、
在
京
大
名
家
の
人
物
が
祇
園
会
御
成
の
桟
敷
を
設
営
し
た
場
合

は
、
ほ
と
ん
ど
当
主
が
そ
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
外
と
し
て
は
、
貞
治
三
年
六
月
十
四
日
に
桟
敷
を
設
営
し
た
斯
波

七
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義
将
と
先
に
見
た
土
岐
直
氏
の
み
で
あ
っ
た
。
史
料
的
制
約
も
あ
り
事
例
が
少
な
い
と
い
う
点
は
否
め
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
例
外
に
つ
い

て
も
留
意
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
事
例
だ
が
、
斯
波
義
将
の
場
合
は
当
時
執
事
で
あ
り
、
さ
ら
に
後
見
に
は
実
質
的

に
幕
政
を
主
導
し
て
い
た
父
親
の
高
経
が
あ
っ
た
。
一
方
土
岐
直
氏
に
つ
い
て
は
、
当
主
の
頼
康
は
在
国
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
の
設

営
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
土
岐
氏
の
在
京
活
動
に
お
い
て
、
直
氏
は
嫡
子
で
は
な
く
舎
弟
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
主
頼

康
と
同
等
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。　

さ
ら
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
細
川
頼
之
が
失
脚
し
た
康
暦
の
政
変
に
お
い
て
、
直
氏
が
主
犯
格
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る）
29
（

。
こ
の
事
実
は
、
幕
府
内
に
お
い
て
直
氏
が
政
局
を
も
動
か
し
う
る
非
常
に
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の

背
景
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
貞
治
年
間
の
在
京
活
動
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。　

そ
れ
で
は
、
こ
の
特
徴
的
な
土
岐
直
氏
の
立
場
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
参
考
に
し
た
い
の
が
田
中
大

喜
氏
の
研
究
で
あ
る）

30
（

。
同
氏
は
、
南
北
朝
期
に
武
士
団
の
中
で
裁
判
権
や
軍
事
指
揮
権
が
嫡
子
（
惣
領
）
と
そ
の
舎
弟
の
双
方
に
存
在
す

る
事
例
が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
が
惣
領
権
を
共
有
す
る
、
兄
弟
惣
領
と
い
う
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
踏

ま
え
る
と
、
直
氏
の
立
場
も
、
土
岐
氏
の
兄
弟
惣
領
と
し
て
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か）

31
（

。
直
氏
に
よ
る
桟
敷
の
設
営
や
将
軍

御
成
の
供
奉
な
ど
を
通
し
た
将
軍
へ
の
奉
仕
は
、
惣
領
の
頼
康
が
在
国
し
て
い
る
た
め
に
果
た
せ
な
い
役
割
を
代
わ
り
に
担
う
も
の
で
あ

り
、
ま
さ
し
く
幕
府
へ
の
奉
公
を
兄
弟
で
分
担
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
土
岐
氏
の
在
京
活
動
の
特
徴
と
し
て
、
こ
の
よ
う

な
兄
弟
惣
領
と
い
う
当
該
期
特
有
の
構
造
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。　

は
じ
め
に
で
も
触
れ
た
が
、
南
北
朝
期
で
は
内
乱
の
た
び
に
守
護
は
各
地
へ
下
国
し
、
小
康
状
態
に
な
れ
ば
彼
ら
は
上
洛
し
て
在
京
の

動
き
を
見
せ
る
。そ
し
て
応
永
年
間
に
在
京
守
護
家
は
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、南
北
朝
期
は
い
わ
ば
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
渡
期
で
あ
っ

た
。
当
主
が
在
国
す
る
場
合
、
子
弟
の
在
京
奉
仕
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
族
全
体
で
在
京
活
動
を
展
開
す
る
動
き
が
、
当
該
期

在
京
大
名
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
活
動
の
如
何
に
よ
っ
て
、
幕
府
内
で
の
勢
力
争
い
に
も
影
響
が
お
よ
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。

実
際
、
直
氏
は
康
暦
の
政
変
に
お
い
て
、
細
川
頼
之
排
斥
の
首
謀
者
と
さ
れ
る
ほ
ど
の
存
在
感
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。　
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た
だ
し
土
岐
直
氏
に
つ
い
て
は
、
頼
康
と
同
じ
く
幕
政
に
参
与
す
る
在
京
大
名
の
一
人
と
見
る
見
方
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

土
岐
氏
の
場
合
は
、
頼
康
と
直
氏
と
の
上
下
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
尾
張
国
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
頼
康
が
守
護
で
直
氏
は
守

護
代
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
直
氏
は
頼
康
へ
連
絡
す
る
際
、
披
露
状
を
用
い
て
お
り）

32
（

、
頼
康
と
直
氏
の
上
下
関
係
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
点
を
踏
ま
え
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
段
階
に
お
け
る
直
氏
と
頼
康
を
別
々
の
在
京
大
名
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
い）

33
（

。　

こ
の
よ
う
に
、
直
氏
は
舎
弟
で
あ
り
な
が
ら
、
京
に
お
い
て
在
京
大
名
家
の
当
主
並
み
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
直
氏
は

当
主
と
全
く
の
同
格
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
当
主
の
不
在
を
補
う
活
動
を
展
開
し
て
い
た
と
い
え
る
。
当
主
の
み
な
ら
ず
、

舎
弟
も
幕
府
要
人
と
し
て
の
活
動
を
見
せ
つ
つ
、
一
族
と
し
て
ま
と
ま
り
を
保
つ
こ
の
土
岐
氏
の
体
制
は
、
他
の
大
名
家
と
比
べ
て
も
特

徴
的
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
お
比
較
的
近
し
い
事
例
と
し
て
細
川
氏
が
あ
げ
ら
れ
る
。
同
氏
で
は
、
頼
之
期
に
な
っ
て
か
ら
一
族
の

連
合
体
制
が
築
か
れ
る
が）

34
（

、
頼
之
が
管
領
職
に
あ
る
時
期
は
、
彼
の
弟
で
養
子
と
な
っ
て
い
た
頼
元
に
よ
る
将
軍
出
向
の
供
奉
な
ど
の
在

京
活
動
が
確
認
さ
れ
る
。
山
田
氏
の
示
し
た
よ
う
な
「
観
応
擾
乱
期
に
在
国
し
て
勢
力
を
扶
植
し
、
複
数
に
わ
た
る
分
国
を
有
す
」
と
い

う
点
に
加
え
、
土
岐
氏
と
細
川
氏
に
は
、
こ
う
し
た
面
か
ら
も
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。　

第
三
章　

土
岐
氏
に
お
け
る
京
都
代
官　

前
章
で
触
れ
た
直
氏
発
給
の
披
露
状
で
は
、
当
主
で
守
護
の
頼
康
が
在
国
し
、
舎
弟
で
守
護
代
の
直
氏
が
在
京
す
る
と
い
う
一
族
配
置

の
な
か
で
、
直
氏
は
頼
康
に
対
し
、
守
護
代
で
あ
る
自
ら
を
省
き
、
遵
行
に
あ
た
る
乙
面
と
上
条
ら
へ
直
接
文
書
を
出
す
よ
う
求
め
て
い

る
。
ま
た
土
岐
氏
に
折
衝
す
る
際
は
、
ま
ず
直
氏
に
接
触
し
、
そ
の
う
え
で
当
主
頼
康
へ
取
り
次
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
わ

か
る）

31
（

。
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
事
例
が
貞
治
六
年
に
も
確
認
で
き
る
。『
師
守
記
』
貞
治
六
年
六
月
十
七
日
条
に
は
、

九
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十
七
日
、（
中
略
）
今
日
午
剋
許
、
家

（
中
原
師
茂
）君

着
二
衣
冠
一

常
小
扇
、

　
　
　

出
仕
給
、（
中
略
）
次
令
レ
向
二
北
小
路
前
中
納
言
教（

武
者
小
路
）

光
卿
許
一
給
、
対
面
、

数
剋
雑
談
、
三
屋
保
事
被
二
談
合
一
、
先
年
武
家
奉
書
被
レ
見
レ
之
、
以
二
此
奉
書
一
、
可
レ
申
―二
談
土
岐
光（

頼

康

）

禄
入
道
一
之
由
返
二
答
之
一
、

と
あ
る
。
中
原
師
茂
が
武
者
小
路
教
光
と
対
面
し
、
尾
張
国
三
屋
保
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
、「
武
家
奉
書
」（
引
付
頭
人
奉
書
で
あ
ろ

う
）
を
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
教
光
は
、
こ
の
奉
書
を
論
拠
と
し
土
岐
頼
康
へ
申
し
入
れ
る
と
返
答
し
て
い
る
。　

続
い
て
同
記
の
八
月
四
日
条
を
見
る
と
、

四
日
、（
中
略
）
今
日
北
小
路
前
中
納
言
教（

武
者
小
路
）

光
卿
進
二
状
於
家
君
一
、
是
尾
張
国
三
家
保
事
、
口
―二
入
土
岐
伊
予
守
直
氏
一
之
処
、
此
所

拝
―二
領
恩
賞
一
、領
家
事
、嘗
不
二
存
知
一
、領
家
候
者
、不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
由
令
レ
申
レ
之
、且
返
報
献
レ
之
云
々
、如
二
予
州
返
報
一
者
、

三
宅
保
領
家
職
事
不
二
存
知
一
候
、相
―二
尋
代
官
一
無
二
相
違
一
者
、不
レ
可
レ
有
二
子
細
一
之
趣
也
、如
レ
此
奉
之
条
、悦
存
、可
二
参
申
入
一
之
旨
、

被
レ
答
二
返
事
一
了
、

と
あ
る
。
武
者
小
路
教
光
が
師
茂
に
送
っ
た
書
状
に
よ
る
と
、
教
光
が
直
氏
に
三
宅
保
に
つ
い
て
口
入
し
た
と
こ
ろ
、
当
地
は
恩
賞
と
し

て
拝
領
し
た
土
地
で
あ
り
、
領
家
職
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
直
氏
は
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
代
官
に
確
認
し
て
領
家
職
に

間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
中
原
家
の
知
行
は
保
障
す
る
と
返
報
に
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。　

こ
れ
ら
は
、
先
の
直
氏
披
露
状
の
事
例
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
教
光
は
頼
康
に
申
し
入
れ
る
と
い
い
つ

つ
も
、
実
際
に
接
触
し
た
の
は
直
氏
で
あ
っ
た
。
貞
治
三
年
の
際
と
は
異
な
り
、
貞
治
六
年
に
は
頼
康
も
直
氏
も
在
京
し
て
い
た
が
、
訴

え
が
あ
っ
た
際
の
土
岐
氏
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
在
京
や
在
国
の
如
何
を
問
わ
ず
、
直
氏
か
ら
頼
康
と
い
う
順
序
が
成
立
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。　

中
原
家
と
土
岐
氏
で
は
、
三
宅
保
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
端
緒
は
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）

と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
武
井
入
道
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
存
在
は
、
こ
れ
ま
で
簡
単

に
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
本
格
的
な
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い）

31
（

。　

次
に
掲
げ
る
の
は
武
井
入
道
の
唯
一
の
徴
証
で
あ
る
。
同
記
の
貞
治
三
年
八
月
十
一
日
条
に
は
、

一
〇
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十
一
日
、（
中
略
）
今
朝
善
覚
向
二
土
岐
大（

頼

康

）

膳
大
夫
入
道
京
都
代
官
武
井
入
道
宿
所
一
、是
近
日
美
濃
・
尾
張
寺
社
本
所
領
半
済
分
可
レ

去
之
由
、
置
レ
法
云
々
、
仍
寮
領
美
濃
国
玉
村
保
幷
莛
田
保
・
穀
倉
院
領
尾
張
国
三
宅
保
等
事
、
為
レ
被
レ
見
二
文
書
一
也
、
而
返
事
云
、

国
中
法
事
、
此
一
両
年
押
領
事
候
、
其
事
候
也
、
多
年
押
領
地
不
レ
被
レ
申
二
引
付
奉
書
一
者
、
不
レ
可
二
道
行
一
云
々
、
仍
帰
了
、

と
あ
る
。美
濃
国
と
尾
張
国
の
寺
社
本
所
領
の
半
済
分
を
返
付
す
る
と
い
う
決
定
を
受
け
、雑
掌
の
善
覚
が
寮
領
美
濃
国
玉
村
保
、莛
田
保
・

穀
倉
院
領
尾
張
国
三
宅
保
等
の
半
済
分
の
知
行
回
復
の
た
め
に
向
か
っ
た
の
が
、
頼
康
の
京
都
代
官
武
井
入
道
の
宿
所
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
善
覚
は
お
そ
ら
く
各
所
領
の
知
行
の
根
拠
と
な
る
文
書
を
提
示
し
て
訴
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
武
井
入
道
は
そ
の
場
で
「
今
回

の
半
済
返
付
は
こ
こ
一
・
二
年
押
領
さ
れ
て
い
る
土
地
が
対
象
な
の
で
あ
っ
て
、
長
年
押
領
さ
れ
て
い
る
土
地
は
対
象
に
含
ま
れ
ず
、
こ

れ
ら
の
知
行
回
復
に
は
引
付
頭
人
奉
書
が
な
い
と
う
ま
く
い
か
な
い
だ
ろ
う
」
と
返
答
し
、
善
覚
は
立
ち
帰
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
貞
治
三
年
に
は
頼
康
の
京
都
代
官
と
し
て
武
井
入
道
と
い
う
人
物
が
在
京
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

先
に
触
れ
た
土
岐
直
氏
は
、
こ
の
貞
治
三
年
時
点
で
は
侍
所
頭
人
で
あ
っ
た
傍
ら
、
頼
康
の
分
国
で
あ
る
尾
張
国
の
守
護
代
と
し
て
も

活
動
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
の
土
岐
氏
の
在
京
機
構
は
、
守
護
代
と
は
別
に
、
京
都
代
官
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　そ

れ
で
は
京
都
代
官
の
職
権
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
的
制
約
は
あ
る
が
可
能
な
限
り
考
察
し
て
み
た

い
。
こ
の
史
料
の
内
容
は
、
中
原
氏
が
美
濃
国
と
尾
張
国
に
有
し
た
諸
司
寮
に
関
す
る
交
渉
で
あ
る
。
武
井
入
道
の
職
掌
を
考
え
る
う
え

で
こ
の
こ
と
が
鍵
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
京
都
代
官
武
井
入
道
の
役
割
は
、
土
岐
氏
の
窓
口
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
考

え
る
。
働
き
か
け
を
行
う
当
事
者
側
の
有
し
て
い
た
人
脈
も
考
慮
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
当
主
頼
康
不
在
の
な
か
、
土
岐
氏
に
交
渉
を
持

ち
掛
け
る
人
々
が
最
初
に
や
り
取
り
を
す
る
相
手
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
が
京
都
代
官
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
裏
付
け
る

よ
う
に
、
先
の
史
料
に
あ
る
通
り
武
井
入
道
の
返
答
を
受
け
て
、
中
原
家
は
引
付
頭
人
奉
書
を
用
意
し
、
本
格
的
な
交
渉
へ
移
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
南
北
朝
期
に
「
在
京
代
官
」、「
在
京
雑
掌
」
が
置
か
れ
て
い
た
守
護
家
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
大
内
氏

一
一
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で
あ
る
。
大
内
氏
関
係
の
史
料
上
に
見
え
る
京
都
代
官
は
、
荘
園
の
請
負
代
官
で
は
な
く
京
都
に
お
け
る
大
内
氏
の
代
官
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
大
内
氏
は
分
国
支
配
に
か
か
わ
る
重
要
拠
点
に
守
護
代
と
は
別
に
代
官
を
置
き
支
配
し
て
い
た
が
、
大
内
氏
の
在
京
雑
掌
は
京
都
に

お
け
る
代
官
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

37
（

。
上
杉
氏
（
山
内
上
杉
氏
）
に
つ
い
て
も
、
在
京
代
官
と
し
て
判
門
田
氏
が
応
安
年
間
よ
り
在

京
し
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

31
（

。
大
友
氏
や
九
州
探
題
に
就
任
し
た
今
川
了
俊
や
渋
川
氏
な
ど
も
、
在
京
代
官
を
置
き
幕
府
と
連
携
を

と
っ
て
い
た）

39
（

。
こ
う
し
た
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
武
井
入
道
も
荘
園
の
請
負
代
官
で
は
な
く
、
在
国
中
の
頼
康
の
在
京
活
動
を
代
行
す

る
代
官
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
な
役
割
は
分
国
の
経
営
に
関
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。　

こ
の
よ
う
に
大
内
氏
、
上
杉
氏
、
大
友
氏
な
ど
の
各
守
護
家
に
見
ら
れ
る
在
京
代
官
が
土
岐
氏
に
も
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
山
田
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
当
該
期
の
列
島
諸
地
域
を
三
つ
の
区
分
に
分
け
て
と
ら
え
る
視
角

を
参
考
と
し
た
い）

40
（

。
同
氏
は
、「
遠
江
―
越
中
―
備
中
」
あ
た
り
ま
で
を
「
近
国
地
域
」
と
と
ら
え
、
東
北
・
関
東
・
九
州
を
「
遠
国
地
域
」、

東
は
駿
河
・
信
濃
・
越
後
・
飛
騨
、
南
は
伊
勢
南
部
・
伊
賀
・
大
和
・
紀
伊
、
西
は
安
芸
・
石
見
・
周
防
・
長
門
・
伊
予
を
「
中
間
地
域
」

と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。　

ま
ず
九
州
は
「
遠
国
地
域
」
で
あ
り
、
守
護
は
基
本
的
に
在
国
す
る
た
め
京
に
代
官
を
置
い
て
い
た
。
大
友
氏
は
在
京
し
て
い
る
場
合

も
あ
る
が
、
や
は
り
土
岐
氏
と
同
様
に
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
山
内
上
杉
氏
の
場
合
は
、
主
に
「
遠
国
地
域
」
で
あ
る
関
東
に
分
国
を
有

し
て
お
り
、
関
東
管
領
と
し
て
鎌
倉
府
を
構
成
す
る
う
え
で
の
重
要
な
一
角
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
た
め
、
土
岐
氏
と
同
様
と
み
な
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
土
岐
氏
と
近
い
存
在
は
大
内
氏
で
あ
ろ
う）

41
（

。
し
か
し
大
内
氏
に
し
て
み
て
も
、
分
国
は
「
中
間
地
域
」
に
当

た
る
。そ
う
考
え
る
と
、「
近
国
地
域
」に
当
て
は
ま
る
美
濃
・
尾
張
に
分
国
を
有
す
る
土
岐
氏
が
京
都
代
官
を
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

や
は
り
注
目
す
べ
き
と
考
え
る
。こ
れ
は
土
岐
氏
が
在
京
活
動
を
分
国
経
営
の
面
か
ら
も
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

「
近
国
地
域
」
に
分
国
を
有
す
る
他
の
在
京
大
名
家
に
は
京
都
代
官
の
よ
う
な
存
在
は
確
認
さ
れ
ず
、
同
じ
在
京
大
名
の
な
か
で
も
差
異

が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。　

同
時
期
の
他
の
「
近
国
地
域
」
の
在
京
大
名
家
に
京
都
代
官
が
認
め
ら
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
土
岐
氏
の
み
に
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
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は
、
当
主
頼
康
の
在
国
期
間
の
長
さ
が
理
由
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
武
井
入
道
の
徴
証
が
わ
ず
か
で
あ
り
、
頼
康
在
京
後
に
は
、

武
井
入
道
の
活
動
が
見
ら
れ
な
く
な
る
点
か
ら
、
土
岐
氏
の
在
京
活
動
は
当
主
の
頼
康
が
い
れ
ば
代
官
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
か
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
、
当
主
大
内
義
弘
が
上
洛
し
た
の
ち
も
京
都
代
官
が
在
京
活
動
を
継
続
し
て
い
た
大
内
氏
と
も
異
な
る
形
で
あ

ろ
う）

42
（

。
や
は
り
当
主
頼
康
の
京
都
不
在
を
い
か
に
補
う
か
は
、
土
岐
氏
に
と
っ
て
権
力
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た

と
考
え
る
。　

お
わ
り
に　

こ
こ
ま
で
、
当
主
頼
康
、
舎
弟
直
氏
、
そ
し
て
京
都
代
官
の
武
井
入
道
と
い
う
人
々
を
通
し
て
、
貞
治
年
間
か
ら
応
安
三
年
ま
で
に
か

け
て
の
土
岐
氏
の
在
京
活
動
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
史
料
的
制
約
か
ら
数
少
な
い
在
京
徴
証
に
基
づ
い
た
検
討
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
当
主
の
在
国
が
長
い
と
い
う
特
別
な
状
況
に
即
し
た
、
土
岐
氏
の
特
徴
的
な
在
京
活
動
が
明
ら
か
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
土
岐
氏
当
主
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
舎
弟
や
被
官
ら
も
含
め
た
在
京
活
動
を
展
開
し
、
当
主
の
不
在
を
補
う

動
き
が
見
ら
れ
た
。
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
点
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
公
私
に
わ
た
り
将
軍
へ
の
奉
仕
を
積
極
的
に

行
い
、
将
軍
と
の
親
睦
を
深
め
る
。
加
え
て
将
軍
と
の
関
係
性
や
御
成
挙
行
の
実
績
を
諸
大
名
へ
誇
示
す
る
。
②
共
通
の
弱
点
を
抱
え
る

大
名
（
細
川
氏
）
と
協
力
し
て
幕
政
運
営
に
当
た
る
。
③
分
国
経
営
に
か
か
わ
る
寺
社
本
所
側
と
の
交
渉
を
行
う
。
ま
た
こ
う
し
た
活
動

に
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
将
軍
と
の
関
係
性
を
武
器
に
、
主
に
諸
大
名
と
の

関
係
性
に
お
い
て
政
治
的
立
場
を
確
固
た
る
も
の
と
し
、
幕
政
に
参
与
す
る
場
で
の
発
言
力
を
強
め
、
さ
ら
に
自
己
の
勢
力
基
盤
（
守
護

職
や
所
領
）
を
維
持
・
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
今
回
、
土
岐
氏
と
い
う
個
別
事
例
に
着
目
し
た
こ
と
で
、
山
田
氏
が
述
べ

ら
れ
て
い
た
、
京
都
で
の
政
権
参
加
を
基
盤
と
し
て
権
力
形
成
を
志
向
し
た
在
京
大
名
の
活
動
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
と
な
っ
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た
と
考
え
る
。　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
頼
康
は
す
で
に
軍
事
面
で
非
常
に
貢
献
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
も
幕
府
内
で
の
立
場
を
維
持

す
る
た
め
に
在
京
活
動
を
重
視
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
頼
康
の
み
な
ら
ず
そ
の
他
の
一
族
や
被
官
が
、
在
京
し
ど
の
よ
う
な
活
動
を
展
開

す
る
か
が
、
幕
府
内
に
お
け
る
土
岐
氏
の
政
治
的
立
場
を
維
持
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

同
じ
境
遇
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
細
川
氏
な
ど
の
事
例
か
ら
、
在
京
大
名
共
通
の
課
題
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
在
国

し
幕
府
方
と
し
て
軍
忠
を
重
ね
つ
つ
軍
事
力
を
蓄
え
る
こ
と
が
、
在
京
活
動
に
も
プ
ラ
ス
に
働
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
決
し
て
幕
府
内
で
の
政
治
的
立
場
が
安
泰
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
在
京
活
動
を
い
か
に
展
開
す
る
か
、
将
軍
と
の
関
係
性

の
構
築
や
諸
大
名
へ
の
誇
示
な
ど
を
行
い
、
い
か
に
幕
府
内
で
の
立
場
を
維
持
す
る
か
が
、
当
該
期
在
京
大
名
に
共
通
す
る
課
題
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。　

た
だ
そ
う
し
た
課
題
が
ど
れ
ほ
ど
の
深
刻
さ
で
生
じ
て
く
る
か
は
、
各
大
名
家
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
り
異
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
こ

そ
他
に
比
べ
て
当
主
の
在
国
期
間
が
長
か
っ
た
土
岐
氏
は
、
こ
こ
ま
で
特
徴
的
な
在
京
活
動
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
展
開
さ

れ
た
在
京
活
動
は
、
幕
府
内
に
お
け
る
在
京
大
名
の
政
治
的
立
場
の
強
弱
を
分
け
る
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
土

岐
氏
に
つ
い
て
は
、
当
主
頼
康
を
頂
点
と
し
、
舎
弟
や
被
官
の
力
を
結
集
し
て
在
京
活
動
を
展
開
す
る
と
い
う
強
固
な
一
族
体
制
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
い
か
に
効
果
的
で
あ
っ
た
か
は
、
応
安
年
間
前
半
に
お
け
る
幕
府
内
で
の
頼
康
の
権
勢
や
、
康
暦
の
政
変
で
細
川

頼
之
排
斥
を
主
導
し
た
直
氏
の
動
き
な
ど
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
大
名
家
ご
と
の
差
異
と
い
う
の
も
、
在
京
大
名
に
つ

い
て
考
え
る
際
に
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。　

本
稿
は
土
岐
氏
と
い
う
個
別
事
例
に
つ
い
て
、
時
期
を
限
定
し
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
考
察
し
た
に
過
ぎ
ず
、
室
町
期
に
か
け
て
在
京
大

名
が
固
定
化
し
て
い
く
過
程
を
十
分
に
解
明
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
今
回
新
た
に
明
ら
か
と
な
っ
た
近
国
地
域
に
分
国
を
有
す

る
在
京
大
名
の
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
に
つ
い
て
留
意
し
つ
つ
、
他
の
大
名
家
を
含
め
た
在
京
活
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
必
要
な

作
業
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。　
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註
（1）
石
母
田
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』（
伊
藤
書
店
、
一
九
四
六
年
）、
佐
藤
進
一
「
守
護
領
国
制
の
展
開
」（『
新
日
本
史
大
系
』
三
、

一
九
五
四
年
）、
永
原
慶
二
「
守
護
領
国
制
の
展
開
」（『
社
会
経
済
史
学
』
十
七
―
四
、一
九
五
一
年
）
な
ど
。

（2）
川
岡
勉
『
室
町
幕
府
と
守
護
権
力
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）。

（3）
吉
田
賢
司
『
室
町
幕
府
軍
制
の
構
造
と
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。
末
柄
豊
氏
も
、
幕
政
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
は

大
名
、
地
方
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
は
守
護
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
と
さ
れ
る
（
同
「
大
名
は
任
国
で
は
な
く
京
で
幕
政
に
関
与

し
た
」『
週
刊　

新
発
見
！
日
本
の
歴
史　

二
四
号　

室
町
時
代
三　

応
仁
・
文
明
の
混
迷
と
戦
乱
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
三

年
））。

（4）
山
田
徹
「
南
北
朝
期
の
守
護
在
京
」（『
日
本
史
研
究
』
五
三
四
号
、
二
〇
〇
七
年
）。

（5）
佐
藤
進
一『
日
本
の
歴
史
九　

南
北
朝
の
動
乱
』（
中
央
公
論
社
、一
九
六
五
年
）、小
川
信『
細
川
頼
之
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
二
年
）。

（6）
小
川
信
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）。

（7）
谷
口
研
語
『
美
濃
・
土
岐
一
族
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
七
年
）、
多
田
誠
「
南
北
朝
期
の
土
岐
氏
一
族
支
配
に
つ
い
て
」（『
皇

学
館
論
叢
』
二
八
号
―
一
号
、一
九
九
五
年
）、「
南
北
朝
期
の
土
岐
氏
守
護
代
に
つ
い
て
」（『
岐
阜
史
学
』
九
二
号
、一
九
九
七
年
）、

小
原
嘉
記
「
都
鄙
往
還
の
政
治
学
」（
元
木
泰
雄
編
『
日
本
中
世
の
政
治
と
制
度
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
））
な
ど
。

（8）
山
田
徹
「
土
岐
頼
康
と
応
安
の
政
変
」（『
日
本
歴
史
』
七
六
九
号
、
二
〇
一
二
年
、
以
下
山
田
ａ
）、
松
島
周
一
「
観
応
の
擾
乱
と

東
海
地
域
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
三
八
号
、
二
〇
一
三
年
、
以
下
松
島
ａ
）、
山
田
徹
「
南
北
朝
後
期
に
お
け
る
室
町
幕
府
政
治

史
の
再
検
討
（
中
）
―
康
暦
の
政
変
以
後
の
政
治
過
程
と
細
川
氏
・
山
名
氏
・
土
岐
氏
―
」（『
文
化
学
年
報
』
六
七
号
、二
〇
一
八
年
、

以
下
山
田
ｂ
）、松
島
周
一
「
土
岐
頼
康
と
斯
波
義
将
―
尾
張
・
三
河
か
ら
み
た
室
町
幕
府
―
」（『
歴
史
研
究
』
二
二
号
、二
〇
一
九
年
、

以
下
松
島
ｂ
）、
木
下
聡
「
土
岐
頼
康
―
美
濃
・
尾
張
・
伊
勢
を
押
さ
え
る
東
海
の
雄
」（
亀
田
俊
和
・
杉
山
一
弥
編
『
南
北
朝
武
将

列
伝　

北
朝
編
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
一
年
））。
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（9）
羽
下
徳
彦
「
室
町
幕
府
侍
所
頭
人
付
、
山
城
守
護
補
任
沿
革
考
証
稿
」（『
東
洋
大
学
紀
要
』
文
学
部
篇
一
六
号
、
一
九
六
二
年
、
以

下
羽
下
ａ
）、羽
下
徳
彦
「
室
町
幕
府
侍
所
考
」（『
論
集
日
本
歴
史
五　

室
町
政
権
』
有
精
堂
出
版
、一
九
七
五
年
、初
出
一
九
六
三
年
、

以
下
羽
下
ｂ
）、
谷
口
研
語
前
掲
書

（7）
、
山
田
徹
前
掲
論
文

（4）
な
ど
。

（10）
他
に
は
、
松
島
周
一
前
掲
論
文

（8）
ｂ
に
て
、
土
岐
直
氏
の
尾
張
国
守
護
代
と
し
て
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（11）
土
岐
氏
の
当
主
で
あ
る
頼
康
は
、
観
応
の
擾
乱
が
勃
発
す
る
と
、
主
に
東
海
地
方
で
軍
事
的
必
要
性
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
分
国

の
美
濃
国
や
尾
張
国
の
他
、
摂
津
国
な
ど
へ
も
転
戦
し
た
。
恒
常
的
な
在
京
が
始
ま
っ
た
の
は
、
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
か
ら
で

あ
る
。
貞
治
年
間
に
守
護
の
在
京
が
定
着
し
だ
す
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
頼
康
の
恒
常
的
在
京
の
開
始
は
遅
か
っ
た
と
い
え
る
。
土

岐
氏
は
当
主
の
在
京
期
間
が
他
と
比
べ
短
い
と
い
う
、
特
殊
な
事
情
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
土
岐
氏
の
在
京
活

動
の
実
態
も
、
お
の
ず
と
他
と
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。　

（12）
応
安
三
年
（
一
三
七
〇
）
の
頼
康
下
国
は
細
川
頼
之
と
の
対
立
の
末
の
も
の
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
政
治
的
要
因
か
ら
か

頼
康
は
康
暦
年
間
に
至
る
ま
で
京
か
ら
遠
ざ
か
る
（
山
田
徹
前
掲
論
文

（4）
、

（8）
ｂ
な
ど
）。
し
た
が
っ
て
、
検
討
時
期
の
下
限
は
応

安
三
年
と
す
べ
き
と
判
断
し
た
。　

（13）
山
田
徹
前
掲
論
文

（4）
。

（14）
山
田
徹
前
掲
論
文

（8）
ｂ
、
松
島
周
一
前
掲
論
文

（8）
ａ
。

（11）
『
師
守
記
』
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
五
月
二
十
四
日
条
。

（11）
二
木
謙
一
『
中
世
武
家
儀
礼
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
）
二
〇
頁
。

（17）
浜
口
誠
至
『
在
京
大
名
細
川
京
兆
家
の
政
治
史
的
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
八
六
―
八
八
頁
。

（11）
『
師
守
記
』
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
五
月
三
日
条
。

（19）
『
太
平
記
』
巻
三
十
九
「
大
内
介
降
参
武
家
事
」。

（20）
『
師
守
記
』
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
九
月
七
日
条
に
よ
る
と
、
頼
之
は
七
日
に
上
洛
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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一
七

（21）
山
田
徹
前
掲
論
文

（8）
ａ
。

（22）
同
右
。

（23）
山
田
氏
も
、「
南
北
朝
後
期
に
お
け
る
室
町
幕
府
政
治
史
の
再
検
討
（
上
）
―
康
暦
の
政
変
以
前
の
「
斯
波
派
」・「
細
川
派
」
を
め
ぐ
っ

て
―
」（『
文
化
学
年
報
』
六
七
号
、
二
〇
一
七
年
）
に
て
、「「
細
川
派
」
と
い
え
る
ほ
ど
関
係
が
深
か
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、

と
も
か
く
も
当
初
の
彼
は
、
義
詮
没
後
の
幕
府
政
治
の
な
か
で
、
頼
之
と
共
同
で
幕
政
を
運
営
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
」
と
両
者
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
こ
の
『
後
愚
昧
記
』
の
徴
証
か
ら
、
両
者
の
協
力
関
係
を
よ
り
積
極
的
に
裏

付
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
後
に
な
っ
て
頼
之
は
結
局
山
門
の
要
求
を
の
む
が
、
山
田
氏
は
お
そ
ら
く
こ
の
段
階
か
ら
頼
康
と

頼
之
の
折
り
合
い
が
悪
く
な
り
は
じ
め
、
皇
位
継
承
問
題
で
決
定
的
対
立
に
至
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
当
初
は
明
確
に
両
者
の
協
力

関
係
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
頼
之
の
山
門
へ
の
妥
協
は
、
頼
康
か
ら
見
れ
ば
自
分
と
の
協
力
関
係
に
対
す
る
背
信
行
為
と
し
て
映
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

（24）
山
田
徹
前
掲
論
文

（8）
ｂ
。

（21）
羽
下
徳
彦
前
掲
論
文

（9）
ａ
、
同
上
ｂ
、
谷
口
研
語
前
掲
書

（7）
、
山
田
徹
前
掲
論
文

（4）
。

（21）
羽
下
徳
彦
前
掲
論
文

（9）
ｂ
。

（27）
同
右
。

（21）
二
木
謙
一
前
掲
書

（11）
。

（29）
『
後
愚
昧
記
』
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
閏
四
月
十
四
日
条
に
、「
佐
々
木
大
膳
大
夫
高
秀
幷
土
岐
伊
予
入
道
（（
直
氏
））
以
下
一

揆
衆
所
行
也
」
と
あ
る
。

（30）
田
中
大
喜
「
南
北
朝
期
武
家
の
兄
弟
た
ち
―
「
家
督
制
」
成
立
過
程
に
関
す
る
一
考
察
―
」（『
中
世
武
士
団
構
造
の
研
究
』
校
倉
書

房
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
五
年
）。

（31）
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
在
京
活
動
と
は
離
れ
る
が
、
谷
口
研
語
前
掲
書

（7）
で
指
摘
が
あ
る
、
直
氏
が
独
自
の
軍
事
的
基
盤
を
有
し
て
い
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た
と
い
う
点
も
、
同
様
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（32）
『
東
寺
執
行
日
記
』
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
八
月
十
日
条
（『
愛
知
県
史
』
資
料
編
九
中
世
二
）。

（33）
浜
口
誠
至
前
掲
書

（17）
二
九
頁
で
は
、
戦
国
期
在
京
大
名
の
定
義
に
つ
い
て
、「
当
主
が
在
国
し
て
嫡
子
が
在
京
し
て
い
る
場
合
、
嫡

子
は
大
名
と
し
て
含
め
た
」
と
し
て
い
る
。
参
考
に
な
る
見
解
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
け
る
直
氏
は
当
主
の
舎
弟
で
あ
る
し
、
や
は

り
こ
の
時
期
の
直
氏
を
在
京
大
名
と
み
な
し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
慎
重
を
期
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（34）
小
川
信
前
掲
書

（5）
、

（6）
。

（31）
松
島
周
一
前
掲
論
文

（8）
ｂ
で
は
、
直
氏
発
給
の
披
露
状
に
つ
い
て
、
訴
人
で
あ
る
東
寺
側
は
土
岐
氏
と
の
交
渉
ル
ー
ト
を
有
し
て
い

な
か
っ
た
た
め
、
ま
ず
は
守
護
代
の
直
氏
へ
話
を
持
ち
込
ん
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
の
ち
に
再
度
遵
行
を
東
寺
側
か
ら
求

め
ら
れ
た
際
に
、
直
氏
は
論
人
が
頼
康
の
配
下
で
あ
る
た
め
に
自
分
の
命
令
は
聞
か
な
い
だ
ろ
う
と
返
答
し
、
頼
康
へ
対
応
を
求
め

た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。　

（31）
山
田
徹
前
掲
論
文

（8）
ａ
。

（37）
萩
原
大
輔
「
中
世
後
期
大
内
氏
の
在
京
雑
掌
」（『
日
本
歴
史
』
七
八
六
号
、
二
〇
一
三
年
）。

（31）
湯
山
学
「
山
内
上
杉
氏
の
在
京
代
官
判
門
田
氏
」（『
湯
山
学
中
世
史
論
集
一　

関
東
上
杉
氏
の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、

初
出
一
九
八
六
年
）。

（39）
山
田
貴
司
「
大
友
氏
の
在
京
代
官
・
在
京
雑
掌
」（『
戦
国
期
大
友
氏
の
館
と
権
力
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）。

（40）
山
田
徹
「
室
町
領
主
社
会
の
形
成
と
武
家
勢
力
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
二
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）、「
室
町
時
代
の
支
配
体
制
と
列
島

諸
地
域
」（『
日
本
史
研
究
』
六
三
一
号
、
二
〇
一
五
年
）。

（41）
一
色
氏
は
、
明
徳
年
間
に
は
在
国
守
護
代
と
は
別
に
在
京
守
護
代
が
お
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
徴
証
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
河
村

昭
一
『
南
北
朝
・
室
町
期
一
色
氏
の
権
力
構
造
』（
戎
光
祥
出
版
、二
〇
一
六
年
））。
し
か
し
、当
主
一
色
詮
範
は
在
京
し
て
い
る
の
で
、

当
主
が
在
国
し
て
い
る
状
況
を
補
う
た
め
に
代
官
を
置
い
た
土
岐
氏
の
特
徴
は
や
は
り
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
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（42）
萩
原
大
輔
前
掲
論
文

（37）
、
田
村
杏
士
郎
「
大
内
氏
家
臣
平
井
道
助
考
」（『
七
隈
史
学
』
一
七
号
、
二
〇
一
五
年
）。

一
九
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